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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景と目的 

 

  介護保険制度が創設され 20 年以上が経過しました。この間、高齢者の総合

相談支援体制やサービス提供の基盤整備等も進み、高齢者の介護等を社会全

体で支える制度として定着し、発展してきました。 

一方、我が国の総人口は減少に転じ、現役世代が減少する中 2025 年にはい

わゆる「団塊の世代」の全てが 75 歳に到達し、その後の 2040 年頃に向けては

医療と介護の両方を必要とする高齢者が急速に増加するものと予測されます。

このような状況の下、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が

更に増加することが見込まれており、また、介護する家族の負担増や介護職員

の人材不足など、様々な課題も浮かび上がっています。一方、「高齢者の自立

支援」「要支援要介護状態の重度化防止」を基本とした介護保険制度への市民

の理解を更に深めながら、介護予防・健康寿命の延伸などに更に取り組む必要

があります。 

  また、今後高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括

ケアシステムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤です。そのため、

介護が必要になっても、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを続けていくために、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提

供される「地域包括ケアシステム」の一層の推進が必要とされています。複合

的な課題を包括的に支援できる体制の構築を進めるとともに、住民同士の支

え合いのある地域づくりを行いながら地域包括ケアシステムの更なる推進に

取り組み、地域共生社会の実現を目指すことが求められています。 

  認知症施策においては、令和 6 年 1 月 1 日に認知症となった人が尊厳を保

持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、我が国初となる認知症に関

する法律である「共生社会の実現を推進するための認知症の基本法」が施行さ

れました。 

この度の計画策定に向けた国の基本指針では、「地域包括ケアシステムの推

進」「地域共生社会の実現」「医療・介護の連携機能及び提供体制強化」「認知

症施策の推進」を図るほか、制度の持続可能性を確保することなどを目的とし

た「介護給付適正化事業の取組の重点化」、地域包括ケアシステムを支える「介

護人材確保」等が示されております。 

本計画は、これら国の基本指針と本市の高齢者の状況を踏まえて、基本理念

と、それに基づく基本目標を定め、計画の目標実現のため地域の実情に合った

施策の取組を推進することを目的とします。 
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２．計画の位置付けと計画期間 

   

この計画は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に基づく「老

人福祉計画」及び介護保険法（平成9年法律第123号）第117条に基づく「介護

保険事計画」を一体的に策定するもので、令和6年度から令和8年度までの3年 

間を計画期間としております。 

また、「第 2 次鶴岡市総合計画」及び「鶴岡市地域福祉計画」を上位計画と

し、「いきいき健康つるおか 21 保健行動計画」などの各関連計画等と調和を図

るとともに、県が策定する地域医療構想を含む保健医療計画とも整合性を持

たせ策定するものです。 

第 9 期計画は、計画期間中に団塊の世代が 75 歳に達するため、現役世代が

減少する中、介護を必要とする高齢者が急速に増加すると見込まれる 2030～

2040(令和 12～22)年を見据え、社会保障費の増大や、高齢者の支え手の減少

などの大きな課題があるため、「地域共生社会の実現」と「地域包括ケアシス

テム」の深化・推進に向けた取組を総合的かつ体系的に整理し、PDCA サイク

ルを実践しながら高齢者の福祉や介護の課題に対応するという中長期的な視

点をもって策定します。 
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第２章 高齢者をとりまく状況 

１．人口の推移 

 

  本市の総人口は減少が続いており、令和 5 年には 12 万人を割り込み、今後

も毎年 1,500 人程度減少する見込みとなっています。 

 また、65 歳以上の老年人口は令和 3 年にピークを迎え、令和 5 年 10 月では

43,338 人となり、今後も減少し続ける見込みです。一方、団塊の世代の方が

全て 75 歳以上となる令和 7 年（2025 年）では 42,800 人ほどとなり、老年人

口のうち 75 歳以上が占める割合の増加が続く見込みです。あわせて、年少人

口と生産年齢人口も減少するため、高齢化率は一貫して上昇する見込みとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料︓国勢調査。令和 7 年度以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の将来推計⼈⼝（令和 5 年推計） 
 

【⾼齢化率の推移】 

 昭和 50 年 昭和 60 年 平成 7 年 平成 17 年 平成 27 年 令和４年 

鶴岡市 10.9％ 14.3％ 20.5％ 26.4％ 32.0％ 36.0％ 
⼭形県 10.1％ 13.4％ 19.8％ 25.5％ 30.8％ 34.8％ 
全 国 7.9％ 10.3％ 14.5％ 20.1％ 26.6％ 29.0％ 

 ※資料︓国勢調査。令和 4 年の鶴岡市は住⺠基本台帳（令和４年 9 ⽉末現在）、 
⼭形県と全国は令和 4 年 10 ⽉ 1 ⽇現在の総務省統計局⼈⼝推計（確定値）。 

 

推 計 

(2025 年) 

(人) (％) 
 

(2040 年) 
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令和 5 年 12 月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口

（令和 5 年推計）では、要介護等認定者となる割合が急増する 80 歳以上人口

がピークとなるのは、令和 17 年（2035 年）頃と見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者一人を何人で支えるかというたとえがされる、老年人口を生産年齢

人口で割った割合は平成 7 年には 0.33 で、3 人で 1 人を支える構図となって

いましたが、令和 22 年（2040 年）には 3 人で 2.7 人と、かつて大勢で 1 人を

支えていた神輿型から、3 人で 1 人を支える騎馬戦型となり、現在は 1 人で 1

人を支える肩車型への変化が続いており、社会保障・社会福祉の各制度に加

え、社会基盤そのものも、この変化に応じて見直しを迫られている状況となっ

ています。 

 

 

77、78 歳︓第２次世
界⼤戦終戦（昭和 20
年）前後における出⽣
減 

74〜76 歳︓昭和
22 年〜24 年の第
1 次ベビーブーム 

84 歳︓⽇中戦争の
動員による昭和 14
年の出⽣減 
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２．日常生活圏域ごとの人口および高齢者人口 

 

鶴岡市では 11 の日常生活圏域を設定しており、それぞれの圏域人口と 65 歳

以上の高齢者人口は下記のとおりとなっており、日常生活圏域ごとに地域包括

支援センターを設置しています。 

R5.9.30 現在     

圏域 エ リ ア 
地域包括支援センター名称 

圏域⼈⼝ 
（⼈） 

⾼齢者⼈⼝ 
（⼈） 

⾼齢化率 
（％） 

１ 
（鶴岡地域）第一学区・第四学区 

健楽園地域包括支援センター 
19,009 6,542 34.4 

２ 
（鶴岡地域）第二学区・斎・⻩⾦ 

地域包括支援センターなえづ 
10,708 3,552 33.2 

３ 
（鶴岡地域）第三学区・湯田川・田川 

地域包括支援センターつくし 
14,058 4,601 32.7 

４ 
（鶴岡地域）第五学区・京田・栄 

永寿荘地域包括支援センター 
11,285 3,413 30.2 

５ 
（鶴岡地域）第六学区・⼤泉・上郷・三瀬・由良・小堅 

地域包括支援センターかたりあい 
19,957 6,844 34.3 

６ 
（鶴岡地域）⼤⼭・加茂・湯野浜・⻄郷 

鶴岡⻄地域包括支援センター 
11,108 4,510 40.6 

７ 
藤島地域 

地域包括支援センターふじしま 
9,246 3,668 39.7 

８ 
⽻⿊地域 

地域包括支援センターはぐろ 
7,365 2,863 38.9 

９ 
櫛引地域 

地域包括支援センターくしびき 
6,589 2,598 39.4 

10 
朝⽇地域 

地域包括支援センターあさひ 
3,446 1,639 47.6 

11 
温海地域 

地域包括支援センターあつみ 
6,258 3,108 49.7 

市 全 体 119,029 43,338 36.4 

 
 
  ※ ⽇常⽣活圏域︓面積や⼈⼝、地理的・歴史的条件、コミュニティ活動、これまで⾼齢者を

支えてきた地域の実情などを総合的に勘案して設定する圏域。 
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３．高齢者世帯の状況 

   

在宅の「一人暮らし世帯」と「高齢者のみ世帯」は、65 歳以上人口の伸び率

に伴い増加しておりましたが、第 9 期計画期間中はおおむね横ばい傾向と見

込まれます。 

「認知症高齢者」は、推定有病率の上昇に伴い、令和 5 年の 7,926 人から令

和 22 年には 8,404 人と大きく増加する見込みです。 

 

 【⾼齢者の世帯と認知症⾼齢者等の状況】          （単位︓⼈、世帯） 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「一⼈暮らし世帯」と「⾼齢者のみ世帯」は⾼齢者世帯台帳調査による。各年度４⽉１⽇現
在。令和６年度以降は令和 3 年度から令和 5 年度への伸び率の 2 分の１と 65 歳以上⼈
⼝の伸びを加えた値を乗じた。 

   
※ 「認知症⾼齢者」は各年度９⽉末現在。第１号被保険者数に、「⽇本における認知症の⾼齢者

⼈⼝の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚⽣労働科学研究費補助⾦特別研究事業 
九州⼤学二宮教授）における“各年齢の認知症有病率が一定の場合”の推定有病率を乗じた。
平成 27 年、令和 2 年、7 年、22 年以外の率は各年度間の伸び率を一定と仮定。 
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４．被保険者数の状況 

 

第一号被保険者数は昭和 22 年から 24 年の第一次ベビーブームの世代（団

塊の世代）が 65 歳になった平成 24 年以降、これまで一貫して増加しており

ましたが、令和 3 年をピークに減少してきました。 

第 9 期計画期間の被保険者数は、国立社会保障・人口問題研究所の令和 5 年

人口推計を用いて算出した結果、74 歳以下は毎年 500～1,000 人程度減少する

一方、75 歳以上は毎年 200～700 人程度増加し、これを合わせて年間 250～300

人程度が減少すると見込まれます。 

また、令和 22 年（2040 年）には、被保険者総数は令和 5 年と比べ 1 割減少

する見込みとなり、75 歳以上の割合が更に高まると見込んでいます。 

 

【被保険者数（前期・後期）の推移】                     （各年９⽉末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度
43,084⼈ 43,196⼈ 43,528⼈ 43,711⼈ 43,548⼈ 43,361⼈ 43,099⼈ 42,797⼈ 42,542⼈ 39,105⼈

うち65〜74歳 19,746⼈ 19,865⼈ 20,223⼈ 20,757⼈ 20,242⼈ 19,830⼈ 18,839⼈ 18,066⼈ 17,617⼈ 15,025⼈
うち75歳以上 23,338⼈ 23,331⼈ 23,305⼈ 22,954⼈ 23,306⼈ 23,531⼈ 24,260⼈ 24,731⼈ 24,925⼈ 24,080⼈

増減数
増減率

-2,182⼈
-1.67%

812⼈
0.63%

3,094⼈
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R22年度第７期
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計　画
年　度
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５．要介護等認定者の状況 

 

  介護保険で要支援または要介護の認定を受けた人の数は、平成 27 年をピー

クに減少傾向にあり、平成 29 年 4 月から介護予防・日常生活支援総合事業を

開始したこと、介護予防や給付適正化に力を入れていることなどにより、第 8

期期間の認定者数は令和 4 年まで減少が続いてきましたが、令和 5 年中はお

おむね横ばいで推移しています。令和 5 年 9 月末現在では 8,056 人で、この

うち 65 歳以上の人（第１号被保険者）が 7,923 人、40 歳から 64 歳までの人

（第二号被保険者）が 133 人となっています。さらに 65 歳以上のうち、80 歳

以上の人が 6,430 人と 81.2％を占めています。 

第 9 期期間の要介護等認定者数は、第 8 期期間の年齢階級別・性別・要介護

度別の認定状況とこれまでの傾向、本計画に記載する各種取組の効果、団塊の

世代が 75 歳に到達し、介護が必要になってくることを勘案すると、おおむね

横ばいで推移すると見込み、令和 8 年度の認定者総数は 7,963 人、令和 22 年

度（2040 年度）には 8,130 人と見込んでいます。 

【要介護等認定者数の推計】        

 

 

750 846 830 891 833 809 766 747 748 740 

798 860 983 927 958 969 997 1,006 1,015 1,007 

1,914 1,920 1,879 1,807 1,656 1,588 1,513 1,511 1,513 1,536 

1,646 1,511 1,505 1,431 1,398 1,486 1,532 1,525 1,534 1,578 

1,308 1,292 1,171 1,131 1,092 1,128 1,145 1,085 1,084 1,125 

974 1,016 1,115 1,075 1,129 1,138 1,118 1,136 1,140 1,213 

1,214 1,110 1,014 941 934 938 922 937 929 931 

8,604 8,555 8,497 8,231 8,000 8,056 7,993 7,947 7,963 8,130 
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第３章 基本理念・基本目標 

１．計画の基本理念及び基本目標 

  鶴岡市では、第 9 期の本計画の基本理念を次に掲げます。 

 

 

この基本理念は、鶴岡市第 2 次総合計画のキャッチフレーズである「毎日、

おいしい。ここで、暮らしたい」を基に、市民がいつまでも暮らし続けたいと

思える、安心して暮らし続けられる鶴岡にしたいという思いと、人と人とがつ

ながり、誰もが支え合う鶴岡を目指すことを表したものです。 

また、高齢になっても、介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予

防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの体制づくりは

2025 年を目指し取り組んできましたが、今後は、介護ニーズのピークと見込

まれる 2040 年を見据え、少子高齢化と人口減少が進む中でも、変化するニー

ズへ対応しながら、更なる充実を目指し、その深化・推進に取り組みます。 

 

≪ 計画の基本目標 ≫  

5 つの基本目標を設定し、高齢者の自立支援、重度化防止を踏まえながら具

体的な取組を推進します。 

 

 Ⅰ 地域にあたたかなつながりを広げるために          
地域課題の解決に取り組み、地域全体で高齢者の暮らしを支える体制を 

構築するとともに、切れ目のない在宅医療と介護の連携を推進します。 

 

Ⅱ いきいきと活動的な暮らしのために             
高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施し、健康寿命の延伸を 

目指し、生涯を通じ社会に参加し、自分らしい活動的な暮らしが続けられる 

よう支援します。 

 

Ⅲ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために            
高齢になっても、一人暮らしになっても、住み慣れた地域で安心して暮ら 

し続けられる体制を構築するとともに、平常時からの災害と感染症に備え 

た体制づくりを促進します。 

 
 

ずっとここで暮らしたい 支え合う地域共生社会の実現 

～地域包括ケアシステムの更なる充実～ 
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Ⅳ 認知症でも自分らしく暮らせるために            
共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づき、認知症になって 

  も希望をもって自分らしく暮らし続けることができる地域づくりを目指し 

  ます。 

あわせて、高齢者の尊厳の保持と権利擁護の支援体制の充実を図ります。 

 

Ⅴ 介護保険を知り、適切にサービスを利用するために            
介護ニーズの急激な増加が見込まれる2040年に向け、適正な給付を行い、 

持続可能なサービス提供体制の構築に取り組み、介護現場の業務改善を促す 

とともに、介護人材の確保とサービスの質の向上を推進します。 

また、介護保険制度についての周知啓発を推進します。 
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２．施策の体系 

  

基本理念 基本目標 基本施策

ず

っ
と
こ
こ
で
暮
ら
し
た
い
　
支
え
合
う
地
域
共
生
社
会
の
実
現

 
 
 
 
 
～
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
更
な
る
充
実
～

Ⅰ 地域にあたたかな
　つながりを広げるために

１．暮らしを支える支援体制の構築

２．地域包括支援センターの機能強化

３．在宅医療・介護連携の推進

４．地域課題を解決するための社会基盤の整備

Ⅱ いきいきと活動的な
  暮らしのために

１．高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な
     実施の推進

２．社会参加と生きがいづくりの促進

Ⅴ 介護保険を知り、適切
  にサービスを利用する
  ために

１．持続可能な介護保険サービス提供体制の構築

２．持続可能な介護保険制度の運営

３．介護人材の確保と業務改善の推進

４．介護保険制度の周知啓発の推進

P.20

Ⅳ 認知症でも自分らしく
  暮らせるために

1．認知症施策の推進

2．本人及び家族の思いを伝える場づくりの推進

３．高齢者の尊厳保持と権利擁護の支援

３．自立支援と重度化防止の推進

Ⅲ 住み慣れた地域で
  安心して暮らし続ける
  ために

1．地域生活を支え合う仕組みづくりの推進

2．住環境の整備と住まいの確保

3．在宅での生活と介護者に対する支援の充実

4．災害と感染症に備えた体制づくり

P.13

P.14

P.14

P.16

P.19

P.36

P.21

P.23

P.24

P.25

P.26

P.28

P.29

P.30

P.33

P.34

P.35
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第４章 施策の推進 

 

 

 

 

基本施策１ 暮らしを支える支援体制の構築 

〇施策の方向 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、各分野

の相互理解を深め、重層的な連携体制を構築し、地域全体で住民の日常生活を包

括的な相談体制により支援します。また、少子高齢・人口減少社会が到来し、支

え合い機能の脆弱化や、地域の担い手不足などが進み市民の生活も変化する中、

地域の様々な関係機関とのネットワークによる連携を推進し、誰もが自己肯定

感や生きがいを持ち、役割を創出できる参加の場、自己表現できる場の整備を推

進します。 

〇主な取組 

(1) 世代・分野を問わない相談支援の充実 

① 様々な課題を丸ごと受け止める相談支援体制の充実 

福祉・医療の相談支援事業者や民生委員・児童委員など地域住民からの相

談に係る関係者の連携強化を目的とした研修会を開催し、世代や分野を超え

て、地域住民が抱えている介護、子育て、障害、病気等から、住まい、就労、

家計、孤立等に及ぶ様々な課題を「丸ごと」受け止める相談支援体制を整備

します。 

② 多機関・多職種・地域住民の連携による支援の充実 

地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、 

重層的支援会議等における検討を通じ、異なる分野・専門性の各機関、地域

の住民や各種団体が連携し、アウトリーチにより表面化していない課題を抱

えた住民を早期に把握し、継続的に関わることで、個人や地域が抱える課題

の解決に向けた支援に取り組みます。 
 

※重層的支援会議等 

 複雑・複合化した課題があり本人同意が得られた事案に関して関係機関と協議したり、

支援の検討を通じて社会資源を開発するなどの役割を果たすもの。そのほか、本人同意が

得られない事案については、支援会議となる。 

※アウトリーチ 

生活上の課題を抱えながらも自ら支援を求められない個人や世帯に対し、家庭等への

訪問支援などを行い、地域におけるニーズを発見し、関係づくりに努めることによって、

支援につながるように積極的に働き掛けること。 

 

基本目標Ⅰ 地域にあたたかなつながりを広げるために 



 

14 

 

(2) 地域ネットワークの充実 

① 地域包括ケアシステムにおけるネットワークの構築 

地域共生社会の実現に向けて、地域の特性やニーズに沿った情報の集約 

と共有のルールの作成等、市内 11 か所の地域包括支援センターに配置され

ている生活支援コーディネーターと地域の関係者や多様な主体などとの連

携・協働により地域包括ケアシステムにおけるネットワークの構築を推進し

ます。  

※地域包括ケアシステム 
誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制のこと 

② 地域の支え合い強化に向けた地域づくりの支援 

変化に気づき合える顔の見える関係づくりなど日頃からつながりを持っ

た地域づくりを進めるため、地域ケアネットワーク会議などで地域住民と関

係機関が地域の課題や連携・協働について話し合い、地域の支え合いを強化

する取組を支援します。 

 

基本施策２ 地域包括支援センターの機能強化 

〇施策の方向 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「地域包括ケアシステ

ム」の実現に向けて地域包括支援センターの相談支援体制の充実を図ります。 

〇主な取組     

(1) 相談支援体制の充実 

① 複合的な課題を抱える世帯等への相談支援の専門性の向上 

複合的な課題を抱える世帯等の相談に対応するため、相談支援における 

専門性の向上を目的とした研修会の開催等を通じて、地域包括支援センター

職員の資質向上を図ります。また、地域の身近な相談窓口として多様な相談

に対応する体制を確保するため、センターの活動状況に係るヒアリング等を

通じた業務の検証・見直しと業務負担軽減に関する取組を進めます。 

 

基本施策３ 在宅医療・介護連携の推進 

〇施策の方向 

医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者が、住み慣れた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、一体的で切れ目のない在

宅医療と介護を提供するために、医療・介護等の関係機関の連携を推進します。 
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〇主な取組 

(1) 切れ目のない在宅医療と介護の連携強化 

①「入退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の場面に応じ

た医療と介護の提供体制の強化 

切れ目のない在宅医療と介護を提供するために、地域連携パスの運用拡

大や医療情報ネットワークにおけるＩＣＴの活用を促進することで、在宅療

養者の生活の場において医療と介護の連携した対応が求められる「入退院支

援」「日常生活の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の 4 つの場面を中心

に医療・介護の提供体制を強化します。 

※地域連携パス 

各医療機関で診療内容、治療経過、在宅療養などの診療計画を作成し、その計画の治療

を受ける全ての医療機関及び介護・福祉施設等が共有し、患者に提示・説明することによ

り、安心して医療を受けられるようにするもの 

【４つの場面】 

・入退院支援 

入院する患者が早期かつ円滑に在宅医療に移行できるよう、入院時から病

院、診療所、介護施設等の連携による退院を支援する体制を確保します。 

・日常の療養支援 

医療・介護関係者の多職種協働により、日常の療養生活で医療と介護の両

方を必要とする高齢者が、住み慣れた場所で生活できるよう支援します。 

・急変時の対応 

医療・介護・消防（救急）が円滑に連携し、在宅で療養生活を送る高齢者の

急変時にも、本人の意思を尊重し、適切な対応が行われるようにします。 

・看取り 

地域住民が在宅での看取りについて十分理解し、医療・介護関係者が本人

や家族と人生の最終段階における意思を共有し、実現できるよう支援します。 

② 多職種協働による在宅医療と介護の連携 

地域の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、介護支援専門員、社会福祉士な

ど医療と介護に関わる多職種の連携強化を目的とした研修会を開催し、互い

の専門性や役割を知ることで、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ在宅療

養者に在宅医療と介護を一体的に提供する体制を強化します。 

 

(2) 医療やケアに関する本人による意思決定の促進 

① ＡＣＰ（人生会議）の普及啓発 

人生の最期をどう迎えるかを話し合い、本人が希望する人生を送る支援 

ができるよう、研修会等を実施することで、医療・介護関係者の意思決定

支援の実践力向上に努め、関係機関と連携を図りながら、ＡＣＰ（人生会

議）について市民への啓発を進めます。  
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※ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング） 

「人生会議＝もしものための話合い」 将来の意思決定能力低下に備えて、どのような

医療やケアを受けたいかを、本人と信頼できる人たちであらかじめ話し合い、決めてお

くこと 

 

基本施策４ 地域課題を解決するための社会基盤の整備 

〇施策の方向 

 地域包括ケアシステムを実現するために、地域ケア会議を通じた高齢者個人

に対する支援の充実と地域課題の解決に必要な地域づくりに向けた支援を推進

します。 

〇主な取組     

(1) 地域ケア会議の推進体制の充実 

① 課題解決のための地域づくりへの支援 

心身状態の虚弱等により支援を必要とする高齢者個人が希望する生活の

実現と高齢者が暮らしやすい地域づくりを支援するため、地域ケア会議を開

催します。また、各地域のニーズや実情に合わせた認知症高齢者の見守り支

援や冬期間の除雪支援等に係る課題の解決を図るため、地域包括支援センタ

ーが中心となり、地域住民や民生委員・児童委員、消防、警察等の関係機関

等と課題及び課題解決までの方向性を共有し、連携した取組を進めます。 

市全体で解決が必要な地域課題については、地域ケア推進会議において、 

地域自治組織、福祉サービス事業所、医療機関等のほか、課題に応じた市や

県等の関係部局とも連携を図り、解決に必要な資源開発や政策形成につなげ

ます。 

※地域ケア会議 

地域包括ケアシステムの実現に向けて市町村や地域包括支援センターが各地域におい

て随時開催する会議。地域住民や介護支援専門員、民生委員・児童委員等の関係者と連携

を図りながら、高齢者個人が希望する生活の実現とその地域で生活する高齢者が暮らし

やすい地域づくりに向け、地域のニーズや実情に応じた課題の解決を支援するもの。 
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＊基本目標Ⅰにおける評価目標＊  

 

 評価項目 
令和５年度 

(⾒込み) 

第９期計画中の目標 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

1 
複雑・複合的な課題があり重層的支援 
会議等で検討したケース数 12 件 19 件 26 件 33 件 

2 地域ケア個別会議の開催回数 55 回 50 回 50 回 50 回 

3 
地域ケア会議を通じて地域課題の解決に 
係る取組が⾏われた数 － 10 件 10 件 10 件 

4 

医療機関・介護施設との連携が円滑に 
できていると感じている医療・介護従事者 
の割合 

84.5% 
(現状値) 85.1% 85.7% 86.3% 
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基本施策１ 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施の推進 

〇施策の方向 

誰もがいきいきと活動的な暮らしを送ることができるように、生涯を通じた

健康の保持増進と生活習慣病の予防・改善のための取組を支援します。 

また、各地域で市民が取り組む介護予防活動を支援するとともに、要介護状態

になることを防ぎ、活動的な高齢期を迎えることができるようフレイル予防の

取組を推進します。 

※フレイル 

加齢とともに心身の機能が低下してきて「健康」と「要介護」の中間の虚弱な状態にある

こと。早期に対処することで回復の余地がある。フレイル対策には「栄養（食生活・口腔機

能）」「運動（身体活動）」「社会参加」の全てが重要である。 

〇主な取組 

(1) 健康づくり施策の推進 

① 健康増進と生活習慣病予防の推進 

各地域の保健衛生推進員会や食生活改善推進協議会等の関係機関と連携 

して、適切な運動、休養、食生活などの周知啓発と情報発信を推進します。 

また、脳血管疾患を原因として 40～65 歳未満の方が介護を必要とする

状況になる例が多いことから、高血圧や糖尿病等の生活習慣病の重症化防

止のため、個別の保健指導などにより市民の生活習慣の改善と健康管理を

支援します。 

(2) 介護予防施策の推進 

① 介護予防に取り組むための通いの場づくりへの支援 

高齢者が歩いて行ける公民館などの身近な場所を活用し、体操や交流な

ど介護予防につながる取組ができるよう、自治組織や地域包括支援センタ

ー等と連携し、新たな活動団体の立ち上げと活動の継続を支援し、通いの

場づくりを推進します。 

② フレイル予防の普及啓発の強化 

公共温泉施設など様々な世代の市民が集う場での健康講座等の開催やイ

ンターネットによる情報発信等により、フレイル予防についての周知啓発

を推進します。 

また、高齢者が集まる地域のサロンや通いの場において、専門的な指導

を受けることで、より効果的な介護予防活動が行われるようリハビリテー

ション専門職等を派遣し、フレイル予防に向けた取組を支援します。 

基本目標Ⅱ いきいきと活動的な暮らしのために 
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基本施策２ 社会参加と生きがいづくりの促進 

〇施策の方向 

高齢者が生きがいを持って、自分らしくいきいきとした生活を送ることがで

きるよう、生涯学習や生涯スポーツ、趣味や交流の場、地域活動等の多様な活動

への社会参加を促進します。 

また、高齢者が長年に渡り培った知識や技能、経験を生かし、地域や社会の一

員として役割を持ち、生涯現役で活躍し続けられるよう、就労の場やボランティ

ア活動の機会の拡充を推進します。 

〇主な取組 

(1) 高齢者の生涯学習・生涯スポーツの機会の充実 

① 生涯学習講座等の開催と学びの成果を発表する場の提供 

高齢者の多様化するニーズを捉えた講座を開催し、学びの成果を発表す

る場の提供や文化芸術等のサークル活動への支援を行い、楽しく学び心豊か

な生活を送ることができるよう学びの機会の充実に努めます。 

② スポーツ・レクリエーション活動・健康づくり活動等の機会の提供 

地域のスポーツ協会や体育協会、スポーツクラブ等が行う健康づくりや 

スポーツ・レクリエーション活動を支援し、年齢にかかわらず気軽にスポー

ツに親しみ交流ができる活動機会の提供を推進します。 

(2) 高齢者の多様な活動への支援 

① 社会参加機会の創出と参加へのきっかけづくりの支援 

趣味やサークル活動などのほかに、個々の持つ知識や能力を生かした地域

づくり活動や地域の高齢者同士が気軽に集う場等、多様な活動や交流の場を

創出し、参加へのきっかけづくりと仲間づくりを支援します。 

② ボランティアポイント制度の導入検討 

地域のボランティア活動への参加と活動による健康増進を図るため、ボラ

ンティアポイント制度の導入を検討します。健康づくりや運動、生涯学習な

ど多様な活動を対象とすることも含め、社会参加活動を始めるきっかけづく

りに向けた環境整備を推進します。 

③ 老人クラブ連合会等との連携と活動への支援 

老人クラブは、仲間との親睦、スポーツ活動や地域での奉仕活動、環境美

化活動などを通し、生きがいづくりや健康づくり、地域社会づくりに大きな

役割を担っています。老人クラブ連合会等と連携し、活動の充実や活性化を

支援します。 

(3) 高齢者の就労支援 

① シルバー人材センター等との連携と取組への支援 

公益社団法人鶴岡市シルバー人材センターは、高齢者に就労機会を提供

するほか、就労に必要な技能講習を開催する等、高齢者の生きがいや健康づ
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くり、地域社会の活性化に寄与しています。より多くの高齢者が就労できる

よう社会的ニーズに応じた事業の拡充や就業開拓に向けた取組を支援しま

す。 

また、鶴岡ワークサポートルームにおいて、求職者の希望に合わせた就労

を紹介、あっせんし高齢者の就労機会の確保に努めるとともに、公共職業安

定所や商工会議所等の関係機関と連携し就労促進に取り組みます。 

 

基本施策３ 自立支援と重度化防止の推進 

〇施策の方向 

フレイル状態にある高齢者が心身機能及び生活機能の低下や悪化を防止し、

自立した日常生活を営むことができるよう、早期把握及び相談支援体制の整備

を推進します。 

また、生活機能全般の回復に向け、より効果的な支援やサービスが提供される

よう相談支援機関とリハビリテーション専門職や医療機関等との連携を強化し

ます。 

〇主な取組 

(1) 生活機能の維持・向上に向けた支援 

① フレイル状態の高齢者の早期把握と支援の充実 

地域のサロンや通いの場などで活動する団体や地域包括支援センター、

居宅介護支援事業所、医療機関等の関係機関と連携し、高齢者が早い段階

でフレイル状態に気づいて相談し、早期にリハビリテーション専門職等に

よる支援につなぐための体制の整備を推進します。 

(2) リハビリテーション専門職等との連携強化 

① 相談支援機関とリハビリテーション専門職等との連携による支援の充実 

長期療養後の筋力低下などによる生活機能低下の回復には、住環境の整 

備や社会活動への参加など生活全般に対するリハビリテーションの観点か

らの専門的な助言・指導が効果的なため、リハビリテーション専門職からの

情報を地域包括支援センター、居宅介護支援事業所と共有し、支援への反映

がしやすくなるよう、連携を強化し、個別的な支援を充実します。 
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  ＊基本目標Ⅱにおける評価目標＊   

 
評価項目 

令和５年度 
(⾒込み) 

第９期計画中の目標 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

１ 
健康教育・健康相談 
（介護予防普及啓発事業）の 
実施回数と参加延べ⼈数 

200 回 
4,000 ⼈ 

210 回 
4,100 ⼈ 

220 回 
4,200 ⼈ 

230 回 
4,300 ⼈ 

２ 
いきいき百歳体操活動団体数と 
活動実⼈数 

167 団体 
2,200 ⼈ 

172 団体 
2,250 ⼈ 

177 団体 
2,300 ⼈ 

182 団体 
2,350 ⼈ 

３ 

住⺠主体の通いの場への65歳以上
の参加実⼈数と割合 
（通いの場︓⽉ 1 回以上、趣味活
動の通いの場含む） 

7,200 ⼈ 
16.7％ 

7,300 ⼈ 
16.9％ 

7,400 ⼈ 
17.1％ 

7,500 ⼈ 
17.3％ 

４ シルバー⼈材センター会員数 1,100 ⼈ 1,100 ⼈ 1,100 ⼈ 1,100 ⼈ 

５ 
リハビリテーション専門職等による 
支援回数 

20 回 25 回 30 回 35 回 

６ 
週 1 回以上外出している割合 
（ニーズ調査） 

91.7% ― ― 増加 

７ 
⽣きがいがあると回答した割合 
（ニーズ調査） 

53.6% ― ― 増加 
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基本施策１ 地域生活を支え合う仕組みづくりの推進 

〇施策の方向 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすために、地域ケア会議などで把握

した生活課題の解決に向け、住民同士の支え合いや多様な団体等の参画による

新たな生活支援サービスの創出に取り組み、地域での生活を支える体制の整備

を推進します。 

 また、少子高齢化の進展や人口減少に伴い、世代を超えて地域住民が見守り・

支え合う体制が必要となるため、地域の支え合い活動の担い手の育成・確保に取

り組み、住民が主体となった地域の支え合い活動や、移動・移送支援など地域の

ニーズへ合わせたサービスを提供する体制の構築を推進します。 

〇主な取組     

(1) 地域生活を支える体制の整備 

① 住民団体や社会福祉法人等多様な主体とのネットワークの構築 

住民団体、社会福祉法人、社会福祉協議会、ボランティア団体、シルバー

人材センター等の関係者間での定期的な情報交換会の開催などにより、地域

ニーズの情報共有や連携・協働のネットワークを構築し、地域の実情に合わ

せた生活課題の解決を図り、地域生活を支える体制の整備を進めます。 

② 新たな支え合いの仕組みづくりの推進 

個別のニーズや地域の実情に合わせた生活課題の解決に向け、通いの場

や地域の交流サロンなど既存のサービス資源に新たな機能を付加し、有効活

用することや、住民同士の支え合い活動や有償ボランティアなどの新たなサ

ービスの創出など支え合いの仕組みづくりを推進します。 

(2) 地域の支え合い活動の担い手の育成と確保 

① 地域で活躍する担い手の養成と組織化支援 

地域での活動を行うための知識や技術習得と、高齢者が主体的・積極的に

地域での役割を担おうとする意識の醸成を図ることを目的に、担い手養成研

修や認知症のサポーター養成など地域の支え合い活動の担い手を養成する

研修会等を開催し、担い手を活動の場へつなぎ、地域のニーズに地域で取り

組み、支え合う仕組みづくりを推進します。 

② 地域の支え合い活動の担い手の確保 

担い手養成研修会の修了者と生活支援コーディネーターとの情報交換会

や地域の活動を紹介する会などを開催し、生活支援コーディネーターが中心

となり、社会福祉協議会やボランティア団体、シルバー人材センター等の関

基本目標Ⅲ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために 
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係機関と連携しながら修了者と地域をつなぎ、地域の支え合い活動の担い手

を確保する取組を進めます。 

(3) 地域の支え合い活動の推進 

① 見守り活動の推進 

地域活動を行う民生委員・児童委員等が、一人暮らし高齢者など、見守り

の必要な住民を訪問し、閉じこもりや孤立、生活上の不安などを把握した場

合は、関係機関と連携し、高齢者が地域で安心して生活することができるよ

うに支援します。 

② 生活の困りごとを地域で支え合う仕組みづくりの推進 

冬期間における屋根の雪下ろしや自宅玄関前から道路までの除雪など、生

活の困りごとについて、社会福祉協議会ボランティアセンターの協力を得て、

ボランティアの紹介や、研修会による新規ボランティアの育成などにより、

地域内で助け合う仕組みづくりを推進します。 

(4) 移動・移送を支援する体制の整備 

① 公共交通ネットワーク等の形成による外出支援の推進 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、地域住民や交通事業者と 

の話合いなどにより地域の実情や需要に応じた、交通空白地帯が生じない公

共交通ネットワークを形成し、安心して外出できる環境づくりに取り組みま

す。 

② 地域主体による移動・移送を支援する活動の促進 

既存の公共交通や交通事業者と連携しながら、生活課題である買い物や通

院、通いの場への移動などについて、移動・外出支援を含めた有償ボランテ

ィア立ち上げの研修会を開催するなど、地域の実情に応じた住民主体による

移動手段の創出を支援します。 

 

基本施策２ 住環境の整備と住まいの確保 

〇施策の方向 

住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けることができるよう、その基盤

となる居住の場について、状況に応じた住環境整備と多様なニーズに対応した

住まいの確保を支援します。 

〇主な取組 

(1) 安全・安心な生活環境づくり 

① 個々の状況に応じた住環境整備への支援 

介護が必要になっても住み慣れた自宅で自立した生活を送ることができ

るよう、高齢者の生活や身体状況に応じた住宅改修等について、介護保険サ

ービスの提供のほか、資金の融資あっせんや利子の一部を助成するなど、住

環境整備を支援します。 
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(2) 住まいの確保への支援 

① 高齢者の生活状況に応じた居住支援の促進 

経済状況や生活環境等に事情を抱える高齢者に対し、住宅セーフティネ

ット制度による住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や

鶴岡市居住支援協議会による調整・入居支援等の取組を推進することにより

支援します。 

また、生活環境や身体状況の変化に応じて適切なサービスを受けながら

安心した生活ができるよう、多様なニーズの受け皿になっている各種施設の

設置状況を把握し、情報提供の推進に努めます。 

ア 養護老人ホーム【２施設、総定員100名】  

環境上の理由及び経済的理由により、在宅で生活することが困難な高

齢者（原則65歳以上）が入所する措置施設。 

イ 軽費老人ホーム（ケアハウス）【１施設、総定員50名】 

単身や夫婦のみの高齢者世帯で、身体機能の低下などにより独立した

生活に不安がある場合に利用できる施設。 

ウ 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター） 

【櫛引、朝日、温海にそれぞれ１施設、総定員30名】 

在宅での生活に支障がある高齢者に、必要に応じて一定期間住居を提

供する施設。 

エ 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

    【住宅型有料：24施設、総定員510名、サ高住：８施設、総定員207名】 

見守りや生活支援等のサービス、及び必要に応じ介護サービス等が受

けられる入居施設。 

 

 

基本施策３ 在宅での生活と介護者に対する支援の充実 

〇施策の方向 

高齢者が住み慣れた地域において、いつまでも安心して在宅生活を継続する

ことができるよう、介護保険サービスのほかに在宅福祉サービスの充実を推進

します。 

また、介護する家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、介護者自身の健康や

生活の維持・充実に向けた支援を推進します。 

〇主な取組 

(1) 在宅生活継続のための支援の充実 

① 在宅生活の不安を解消する介護保険以外のサービス提供の充実 

高齢者が安心して在宅での生活を続けるためには、介護保険制度による

給付にはないサービスが必要な場合があります。紙おむつ費用助成や訪問理

美容サービス、通院移送サービス等の在宅福祉サービスを高齢者一人ひとり
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の心身や生活の状況、ニーズに応じて提供するとともに、対象要件の見直し

を行うなど、支援の充実を図ります。 

(2) 介護者支援の推進 

① 介護者の生活を支えるための支援の推進 

介護者がストレスや悩みを抱え込まず不安を解消できるよう、介護者同士

での悩み相談や情報交換を行う交流会や介護の知識や技術に関する講座の

開催、介護者の個別のニーズに合わせた相談対応など、地域包括支援センタ

ーや医療機関等と連携し支援します。 

② 介護に関する情報の発信と普及啓発の推進 

介護保険等の多様な制度とサービスの中で、それぞれのニーズに合ったサ

ービスや支援を受けられるよう、広報やホームページによる介護に関する情

報発信を充実させ、情報へのアクセス性の向上に努めます。 

また、介護者への社会の理解を促進するため、介護サービスに関する情報

や介護休暇など各種制度の普及啓発を推進します。 

 

基本施策４ 災害と感染症に備えた体制づくり 

〇施策の方向 
地域住民が主体的に防災に向けて取り組むことができるよう、身近な地域で

支え合う体制づくりを推進するとともに、支援が必要な市民が適切に避難し、

安心して避難生活を送ることができるよう、災害時における避難体制の整備を

促進します。 

また、感染症の流行に備え、予防するための取組や対策の周知を図るなど、

感染症対策の体制の整備を促進します。 

介護保険事業所等においては、災害や感染症の発生時に継続してサービスを

提供できるよう、業務継続のための取組を支援します。 

誰もが安心して暮らし続けることができるよう、災害時や感染症流行時に備

え、これらの取組を推進します。 

〇主な取組 

(1) 地域住民の主体的な防災の取組への支援 

 ① 災害時に備えた自治組織等による支え合う体制づくり推進 
一人暮らしの高齢者や障害者など、避難するにあたり配慮が必要な市民が、

災害時に支援を受けて避難することができるよう、自治会や民生委員・児童
委員等と避難場所や支援方法などについて話し合う機会を設け、情報提供、
訓練を行うなど、災害時に備えた地域で支え合う体制づくりを推進します。 

(2) 災害時における避難体制整備の促進 

 ① 高齢者等が適切に避難するための体制整備 
特別な配慮が必要な高齢者や障害者が適切に避難し、安心して生活を送る
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ため、社会福祉法人等と協定締結、福祉避難所を指定し、迅速に連絡調整で
きる体制を強化するとともに、福祉避難所へ直接避難ができるよう「個別避
難計画」の作成を推進し、適切に避難できるよう支援します。 

さらに、万一の際には、地域内の避難行動要支援者名簿を町内会や自治会
と共有し、安否確認や安全の確保を図ります。 

また、施設を利用する高齢者等が、円滑かつ迅速に避難することができる
よう介護保険事業所等における「避難確保計画」の作成・更新や避難訓練の
実施などの取組を促進し、適切に避難するための体制整備を推進します。 

(3) 感染症対策の体制整備の促進 

 ① 平常時からの感染症予防に関する周知啓発 
新興感染症に対応するため、平常時から感染症予防に対する知識の普及や

自発的な予防対策を周知します。 
また、感染症の各種予防接種を勧奨し、感染症予防及び重症化防止を図り

ます。 

(4) 災害時における介護保険事業所等の業務継続に向けた取組の推進 

① 介護事業所等に対する業務継続への支援 
災害や感染症の発生時においても、要介護者の生活を支えるために必要な

介護保険サービスの提供を継続できるよう、介護保険事業所等に対して補助
金制度等の情報提供・情報発信を行い、活用を促進します。 

② 業務継続計画の策定、研修や訓練の実施等の促進 
災害や感染症の発生時、継続してサービスが提供できるよう、業務継続計

画の策定を促進するとともに、事業所等における研修の実施や災害発生時を
想定した訓練の実施などについて情報提供を行うなど国・県と連携して支援
します。 

  ＊基本目標Ⅲにおける評価目標＊   

 評価項目 
令和５年度 
(⾒込み) 

第９期計画中の目標 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

１ 地域支え合い活動の件数 688 件 714 件 740 件 766 件 

2 

終末期において、⾃宅で最期まで 
療養することが難しいと思う理由を 
「介護する家族に負担がかかる」と 
回答した割合 
（在宅介護実態調査） 

58.1％ ― ― 減少 

3 

福祉避難所指定施設の割合 
対象︓以下の宿泊できる施設 
特別養護⽼⼈ホーム、養護⽼⼈ホーム、⽼
⼈保健施設、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同⽣活介護（グループホー
ム）、福祉施設のショートステイ 

28.8％ 35.0％ 41.0％ 47.5% 
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基本施策１ 認知症施策の推進 

〇施策の方向 

認知症になっても尊厳を保持し希望を持って暮らし続けることができるよう

に、医療と介護の連携により、早期相談支援の取組を推進します。 

また、高齢期の健康増進と生活習慣病予防を推進し、認知症予防の充実を図り

ます。認知症の正しい理解に向けて地域の幅広い年代層への周知啓発を促進し、

認知症の本人と家族が住み慣れた地域で役割と生きがいを持って社会参加がで

きる地域づくりを推進します。 

〇主な取組     

(1) 医療と介護の連携の推進 

① 早期相談支援の推進 

コロナ禍により開催できなかった認知症対策検討委員会を鶴岡地区医師

会との連携により開催し、認知症対策の検討を行い、認知症の早期発見及

び診断、治療へつなげるための医療と介護の連携づくりを進めます。 

② 医療・介護従事者等に向けた研修機会の充実 

できる限り認知症の進行を遅らせ、本人主体の医療と介護を行うことは

精神症状や問題行動の予防につながるため、医療従事者及び介護職等を対象

に認知症対応力向上の研修会を実施します。 

(2) 認知症予防の充実 

① 生活習慣病対策及び脳血管疾患予防の推進 

高血圧、高脂血症、肥満等の対策は、脳血管性認知症の予防につながるこ

とから各種健診（検診）の受診率向上を推進し、疾病の早期発見に努めると

ともに各地域で健康教室等を開催し、疾病予防を推進します。 

② フレイル予防と認知症予防の一体的な取組 

加齢による身体的フレイルは、認知機能の低下のリスクであることか

ら、地域のサロンや通いの場等で活動する団体に対し、ミニ健康講座等を

開催し、フレイル予防と認知症予防をいきいき百歳体操やまぐまぐでゅ～

体操などに取り組むことで一体的に進めます。 

(3) 認知症を正しく理解するための周知啓発の推進 

① 全世代を対象とした啓発の強化 

認知症は誰でもなる可能性がある病気であるため、働く世代や認知症に

関わりの少ない年代層も含め、地域、職域での認知症のサポーターを養成し、

全世代の方が我が事として捉えられるよう周知啓発を推進します。 

基本目標Ⅳ 認知症でも自分らしく暮らせるために 
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② 地域や企業、団体への情報発信・情報提供 

地域住民が集まる様々な会議や企業及び団体が実施するイベントに出向

き、認知症に関する取組について情報発信・情報提供することで周知を図り

ます。 

 

基本施策２ 本人及び家族の思いを伝える場づくりの推進 

〇施策の方向 

本人や家族及び関係者が身近な場で思いを伝える機会を増やし、住み慣れた

地域で自分らしく過ごせる地域づくりの取組を支援します。 

また、認知症の本人や家族が初期段階から、認知症の進行や症状に合わせ

て、身近に継続的に相談できる体制づくりを推進します。認知症になっても、

できる範囲で活動できるよう社会参加の促進を図ります。 

〇主な取組  

(1) 本人及び家族の思いを伝える場の拡大 

① 本人及び家族の思いを共有し合える場づくりの推進 

地域包括支援センターや社会福祉法人、ボランティア団体と連携し、本

人が抱えている記憶障害及び理解や判断力の低下による症状、家族の抱え

ている介護負担や不安等の思いを気軽に伝い合える場として認知症カフェ

の拡大を推進します。 
※認知症カフェ 

認知症本人や家族、地域住民、介護や福祉等の専門家など誰でも気軽に話合いや交

流・相談ができる場 

 

(2) 気軽に相談ができる体制づくりの推進 

① 相談先に関する情報発信・情報提供 

本人や家族が、日常の困りごとや不安について地域包括支援センターや

医療機関等へ相談ができるよう、また、地域住民、町内会、関係組織、団体

等の方が身近な相談先の情報を知り、支援につなげることができるようイン

ターネットによる情報発信等を活用し、啓発を進めます。 

(3) 社会参加の促進 

① 見守り体制づくりの推進 

認知症に関する市民のボランティア団体のつるおかオレンジサポートの

会員や認知症サポーター養成講座を受講した方々が地域の理解者となり、公

共施設、医療機関、金融機関、地域の集まり等の生活に密着した場面で、本

人や家族の困りごとへの支援や見守りができる地域づくりに取り組みます。 

また、若年性認知症の方に対して、発症初期から本人の状態に合わせた適

切な支援が図られるよう、医療、介護、就労先等との連携を推進します。 
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② 交流活動の推進 

認知症が進行しても本人や家族が認知症発症前と変わらずに地域で交流

するために、チームオレンジの取組を進め、地域住民と認知症や家族をサポ

ートできる支え合いの仕組みづくりを支援します。 
※チームオレンジ 

認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結びつけるための

取組 

 

基本施策３ 高齢者の尊厳保持と権利擁護の支援【成年後見制度利用促進計画】 

＜成年後見制度利用促進基本計画との一体的な策定＞ 

 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号。以下「促進

法」という。）第 14 条第 1 項において、市町村は国の基本計画を勘案し、当該市

町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的

な計画（以下「市町村計画」という。）を定めるよう努めることとされています。

本市においても成年後見制度を必要とする人が制度を適切に利用できるよう、

成年後見制度の利用促進に関する施策を段階的・計画的に推進するため、市町村

計画の策定においては本計画と一体的に策定するものとし、本市地域福祉計画

及び障害福祉計画とも整合性を図るものとします。 

〇施策の方向 

高齢や認知症等により判断能力が不十分となっても尊厳が保持され、住み慣

れた地域で安心して生活することができるよう、高齢者虐待防止対策の推進や

成年後見制度等の利用促進に関する取組を通じて権利擁護支援体制の充実を図

ります。 

〇主な取組     

(1) 高齢者虐待防止対策の推進 

① 関係機関や団体等との連携の強化 

高齢者虐待の防止や支援を必要とする方への迅速な支援につなげるた

め、警察や福祉等の関係機関や団体で構成される協議会の開催と高齢者虐

待の防止策に係る協議を通じて、関係機関相互の連携強化を図ります。 

② 研修会等の開催や普及啓発 

高齢者虐待の早期発見につなげるため、市民及び保健・医療・福祉サー

ビス従事者等に対し、高齢者虐待や相談窓口に関する知識・理解を深める

ことを目的とした研修会等の開催を通じた普及啓発を行います。 

(2) 成年後見制度等の利用の促進 

① 成年後見制度中核機関等と連携した支援の推進 

成年後見制度等の権利擁護に関する制度の利用支援体制を整備するため、

成年後見制度中核機関と連携し、市民に対する制度や相談窓口の普及啓発を
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目的とした講演会の開催や福祉・司法等の多職種が協働した相談支援体制の

整備、市民後見人の養成等の担い手の確保等に向けた取組を進めます。 
※成年後見制度中核機関 

国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度を必要とする人が安心

して制度利用できるよう地域で支える体制づくりを行う上で中心となる機関のこと。

本市では令和 5 年 4 月から鶴岡市社会福祉協議会に業務委託し、運営を開始した。 

 

  ＊基本目標Ⅳにおける評価目標＊   

 評価項目 
令和５年度 
(⾒込み) 

第９期計画中の目標 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

１ 
認知症サポーター年度養成者数及び
H17 年度からの累計養成者数 

700 ⼈ 
21,２00 ⼈ 

750 ⼈ 
21,500 ⼈ 

800 ⼈ 
22,300 ⼈ 

850 ⼈ 
23,150 ⼈ 

２ 
認知症の相談窓⼝を知っている⼈の 
割合（ニーズ調査）  45.6％ ― ― 増加 

３ 認知症カフェの開設数 18 か所 19 か所 20 か所 21 か所 

４ 
認知症カフェ等に参加する認知症本⼈

の参加者数 
15 ⼈ 18 ⼈ 21 ⼈ 24 ⼈ 

５ ⾼齢者虐待に係る相談の受理件数 600 件 600 件 700 件 700 件 

６ 成年後⾒制度に係る相談の受理件数 500 件 500 件 600 件 600 件 
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基本施策１ 持続可能な介護保険サービス提供体制の構築  

〇施策の方向 

2040 年に向け急激な増加が見込まれる介護ニーズに対応し、質の高いサービ

スを安定的に提供するため、サービス提供体制の整備、サービスの質の向上や介

護保険制度の適正な運営を総合的に推進します。 

〇主な取組     

(1) 介護保険サービス提供体制の整備 

① 施設サービスの確保と在宅サービスの充実 

施設入所待機者がいることや核家族化の進行等により施設入所を希望す

るニーズが一定程度あることから、中長期的な視点に立ちながら施設サービ

ス水準を維持・確保し、今期事業計画期間中の施設等の整備については、次

のとおり計画します。 

 

【第 9 期介護保険事業計画における施設等の整備計画】 

サービス種別 

令和 5年度末整備 

予定数 
第 9期計画中 

の 

整備計画 

年度別計画 
令和 8年度末 

整備予定数 

施設 

等数 

定員数

（人） 
R6 R7 R8 

施設 

等数 

定員数 

（人） 

介護老人 

福祉施設 
12 804 転換 8 床 8 床 ― ― 12 812 

認知症対応型 

共同生活介護 
24 414 転換 45 床 45 床 ― ― 26 459 

特定施設入居

者生活介護 
0 0 創設 128 床 128 床 ― ― １ 128 

 

また、在宅サービスの充実を図るため、デジタル活用など介護現場の事務

改善を進めるとともに、サービス提供にも導入を図ることで質の向上を促進

します。 

 

(2) 介護サービスの質の向上 

① 研修等による従事者の資質向上 

コロナ禍において停滞していた事業者向けの研修や情報交換会の実施に

より、事業者の資質向上を支援します。 
  

基本目標Ⅴ 介護保険を知り、適切にサービスを利用する 
ために 



 

34 

 

② 介護保険事業者間のネットワークの強化 

介護保険事業者同士のネットワーク構築によるつながりを深め、利用者

本位の質の高いサービス提供の意識共有等を促進します。 

③ 介護サービス相談員派遣活動の推進 

介護サービス相談員が介護保険事業所等に訪問して行う相談支援内容を

事業所と共有し、サービスの質の維持向上を図ります。 

(3) 介護保険制度の適正な運営の推進 

① 介護保険運営協議会等による計画の進行管理・事業評価の反映 

介護保険運営協議会等による、本計画の進捗や介護保険財務運営状況等 

の事業評価を制度運営に反映して、事業推進を図ります。 

 

基本施策２ 持続可能な介護保険制度の運営 【介護給付適正化計画】 

〇施策の方向 

要介護認定の適正化や適正な請求を促進するとともに、専門職の資質向上や

事業者への運営支援など、国の指針に沿いながら評価目標を持って安定的、持続

的に介護保険制度を運営します。 

 

【鶴岡市における介護給付適正化取組項目】 

 

 

 

 

 

〇主な取組 

(1) 要介護認定の適正化 

① 要介護認定調査の平準化及び迅速化 

認定調査票の全数点検や認定調査員の研修等を行い、要介護認定調査の 

平準化を図るとともに認定調査のデジタル化を進め、調査の迅速化に取り組

みます。 

② 公平公正な認定審査の推進 

認定審査会委員がそれぞれの専門性を発揮しながら公平公正な認定審査

を行えるよう、知識習得や共同での事例検討を行う研修を通じて資質向上を

支援します。 
  

◆介護給付適正化主要３事業（国指針） 

① 要介護認定の適正化 

② ケアプラン等の点検（ケアマネジメントの質の向上） 

③ 医療情報との突合・縦覧点検（適正な請求の推進） 

◆介護給付適正化事業（市事業） 

④ 介護保険事業の適正な運営指導の推進 
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(2) ケアマネジメントの質の向上 

① 自立支援に向けたケアマネジメントの促進 

ケアマネジメントの研修、ケアプラン点検による検証により、介護支援専

門員のケアマネジメントに係る資質向上に取り組みます。 

また、住宅改修や福祉用具購入・貸与について、利用者の生活課題に対す

るアセスメントに基づいた効果的な設置・利用となるよう、助言指導を行い

ます。 

(3) 適正な請求の推進 

① 医療保険・介護保険サービス請求の適正性の確保の推進 

医療保険と介護保険の重複請求の有無を全数確認し、事業者の介護保険

サービス費の適正な請求を確保・推進します。 

(4) 介護保険事業の適正な運営の推進 

① 市指定事業所の運営に対する助言及び支援 

市指定事業所において適正な運営が行われているか運営指導を通じて助

言を行うとともに、制度改正等については集団指導を実施し、事業者が適切

に運営できるよう支援します。 

 

【給付適正化の評価目標】 

取  組 
令和 5 年度 

（見込み） 

第 9 期計画中の目標 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

要介護認定の適正化 

要介護認定調査票の点検割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 

ケアプランマネジメントの 

質の向上ケアプランの点検 
250 件 250 件 250 件 250 件 

適正な請求の推進 

医療情報との突合 

（突合区分 01・02）の実施割合 

100％ 100％ 100％ 100％ 

 

基本施策３ 介護人材の確保と業務改善の推進 

〇施策の方向 

人口減少や少子高齢化の進展により、介護人材不足や将来の担い手の確保が

喫緊かつ重要な課題となっていることから、介護現場の業務改善を促すととも

に、国、県や関係機関と連携して介護人材の確保を図ります。 
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〇主な取組     

(1) 介護人材確保に向けた支援 
① 介護職員の処遇改善の促進 

介護職員の確保には処遇面の改善が不可欠であることから、処遇改善加
算の取得の指導・助言など、職員の処遇改善が適切に図られるよう支援しま
す。 

② 介護現場のイメージアップの推進 
介護職の魅力発信や介護現場のイメージアップに寄与する活動を、県と 

連携して推進します。 
③ 人材確保につながる情報等の発信 

県や関係機関と連携し、就職説明会や人材確保につながる支援の情報等 
を幅広く発信します。 

(2) サービスの質の向上に向けた業務改善の推進 
① ＩＣＴ等デジタル活用による業務効率化の推進 

ＩＣＴ、デジタル活用による提出文書の簡素化や介護現場への導入によ
る介護サービスの質の向上に国・県と連携して取り組み、併せて、人材の離
職防止や定着促進につながる介護現場の業務改善を推進します。 

 

基本施策４ 介護保険制度の周知啓発の推進 

〇施策の方向 
幅広い世代の市民の介護保険制度全般の理解を深めるため、制度の周知啓発

とサービス情報の効果的な情報発信を推進します。 

〇主な取組 

(1) 介護保険制度の周知の強化 

① 介護保険制度の広報及び啓発活動 
幅広い世代の市民が介護保険制度全般の情報を見る・収集することがで 

きるよう、既存の手法等を見直しつつ、情報発信・周知を強化するとともに、
町内会、老人クラブ、各種団体や企業等を対象とした講座や研修会による啓
発活動を推進します。 

(2) サービス情報の効果的な発信 

① 相談窓口の周知徹底 
高齢者等の多様な相談にワンストップで対応できる総合相談窓口である

地域包括支援センターを、各地域の介護予防講座やインターネットを活用し
た情報発信などにより広く市民に周知します。 

② 介護保険事業所情報等の発信 
市民が介護サービスの利用や介護保険事業所などの選択を適正に行える

よう、地域包括支援センター等の関係機関と連携しながら、ガイドブックや
ホームページ等を活用した適切かつ効率的なサービス情報の周知を展開し
ます。  
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第５章 介護サービス量等の見込み・保険料の設定 

１．地域包括ケア「見える化」システムによる推計の流れ 

 国の示す地域包括ケア「見える化」システムの将来推計機能を使用し、介護保 

険サービスの事業量及び保険料の推計を行いました。推計は、以下のような流れ 

になります。 

なお、推計は第 9 期計画期間である令和 6～8 年度ですが、中長期について 

も推計を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 人口及び要介護認定者数の推計 

○推計人口と現状の認定状況の推移を踏まえて自然体推計。 

●自然体推計した認定者数に保険者ごとの施策を反映して推計。 

Ｂ 施設・居住系サービスの見込み量の推計 

○居住系サービスは、推計した要介護認定者数から、現状の推移を踏ま

え、利用者数を自然体推計。 

●施設・居住系サービスの利用者数については、各市町村における整備

計画、介護療養型医療施設からの転換意向等を踏まえ、利用者数を設定

して推計。 

E 介護給付等サービス見込み量の推計 

○推計した見込み量について、介護報酬改定率等の影響を反映、一定以

上所得者の利用者負担の影響 

Ｄ 地域支援事業の見込み量の推計 

○過去の実績から訪問介護相当サービス・通所介護相当サービスを含む

介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業等の見込み量を推

計。 

給付実績（サービスごとの利用者数、給付費の令和 3 年度、令和 4 年度

及び令和 5 年度実績見込み）の整理 

Ｃ 在宅サービス等（施設・居住系を除くサービス）の見込み量の推計 

○要介護認定者数からＢの利用者数を除いた対象者数から、現状の推移

を踏まえ、利用者数等を自然体推計。 

●自然体推計した利用者数に保険者ごとの施策を反映して推計。 

F 保険料の推計 

○施策反映後のサービス見込み量等をもとに保険料を推計。 
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２．介護サービス量等の見込み 

  本市の高齢者人口は令和 3 年 9 月をピークに減少に転じ、介護予防の効果

も合わさり、要介護認定者が減少したことから第 8 期の介護サービス量等は

全体的に当初の見込みを下回る実績となりました。第 9 期では、それらの実

績を踏まえ必要な介護給付等対象サービスの種類ごとの量を、次のとおり見

込んでいます。 

 

（１）介護給付等対象サービス 

  ①居宅サービス・介護予防サービス 

   訪問介護は、第９期計画の施設整備に伴い、居住系サービスが充実するた

め一定数の利用者が減少すると見込んでいます。 

   訪問入浴介護は、自宅での入浴が困難な方の受皿が通所介護サービスに

もあることから、利用者数はおおむね変動がないものと見込んでいます。 

   訪問看護及び居宅療養管理指導は、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ

重度の要介護者にとっては必要不可欠なサービスでありますが、訪問看護

の利用者数は、第９期計画の施設整備に伴い居住系サービスが充実するた

め一定数の利用者が減少すると見込んでいます。一方、居宅療養管理指導に

ついてはおおむね横ばいで推移すると見込んでいます。 

   訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは、第８期の

実績と比べおおむね横ばいと見込んでいます。 

   通所介護は、第 8 期計画では利用者の増加を見込んでいましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響等により利用者が減少しました。第９期計画

では、施設整備に伴う居住系サービスの充実により、一定数の利用者が減少

するものと見込んでいます。 

   通所リハビリテーションは、第８期の実績と比べおおむね横ばい、要支援

者が利用する介護予防通所リハビリテーションは増加すると見込んでいま

す。 

   短期入所生活介護は、施設系サービスの入所待機場所となっており、第８

期の実績と同等程度で推移するものと見込んでいます。 

短期入所療養介護は、減少から増加に転じており、第９期においても増加

で推移すると見込んでいます。 

   福祉用具貸与は、第８期実績では増加傾向でありますが、制度改正により

貸与と購入の選択制が導入される予定があるため、第９期の見込みはわず

かな減少を見込んでいます。 

   特定福祉用具販売及び住宅改修の第８期実績は利用が増加しており、第 9

期においても同程度の利用があると見込んでいます。 

   特定施設入居者生活介護は、事業所が創設されることに伴い、利用者の増

加を見込んでいます。 
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居宅介護支援については、第９期計画の施設整備に伴い、居住系サービス

が充実するため一定数の利用者が減少すると見込んでいます。介護予防支援

については、第８期実績と同等程度と見込んでいます。 

   なお、県が策定する地域医療構想において、令和 8 年には 39 名分の介護

サービスの追加需要が見込まれていることから、この対応として訪問介護、

訪問看護、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、福祉用具貸与等の

各サービスに一定数の利用を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

給付費（千円） 1,000,628千円 933,446千円 940,566千円 933,290千円

回数／月 28,784回 26,053回 26,259回 26,049回

給付費（千円） 39,021千円 40,265千円 40,947千円 40,365千円

回数／月 262回 265回 269回 265回

給付費（千円） 187,863千円 162,613千円 163,951千円 163,459千円

回数／月 2,833回 2,427回 2,447回 2,441回

給付費（千円） 18,089千円 12,463千円 12,265千円 12,531千円

回数／月 353回 224回 220回 225回

給付費（千円） 40,578千円 38,815千円 39,194千円 39,194千円

回数／月 1,082回 1,018回 1,026回 1,026回

給付費（千円） 12,439千円 12,369千円 12,126千円 12,126千円

回数／月 379回 374回 367回 367回

給付費（千円） 59,215千円 62,714千円 62,885千円 62,882千円

人数／月 899人 758人 759人 759人

給付費（千円） 3,837千円 3,779千円 3,635千円 3,635千円

人数／月 44人 36人 35人 35人

給付費（千円） 1,942,481千円 1,788,807千円 1,799,237千円 1,800,088千円

回数／月 19,859回 17,876回 17,966回 17,989回

給付費（千円） 656,880千円 654,866千円 658,893千円 660,303千円

回数／月 5,786回 5,607回 5,639回 5,655回

給付費（千円） 138,178千円 143,101千円 144,285千円 145,623千円

人数／月 328人 319人 320人 323人

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

介護予防
通所リハビリテーション

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション

介護予防
訪問リハビリテーション
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令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

給付費（千円） 782,124千円 780,962千円 784,144千円 781,364千円

日数／月 8,134日 7,562日 7,590日 7,568日

給付費（千円） 10,818千円 15,976千円 15,996千円 15,996千円

日数／月 150日 215日 215日 215日

給付費（千円） 56,961千円 76,145千円 75,325千円 75,325千円

日数／月 419日 536日 530日 530日

給付費（千円） 349,239千円 337,379千円 338,984千円 338,351千円

人数／月 2,262人 2,071人 2,084人 2,085人

給付費（千円） 33,552千円 32,840千円 33,193千円 33,409千円

人数／月 546人 489人 494人 497人

給付費（千円） 9,239千円 20,274千円 20,274千円 20,642千円

人数／月 28人 52人 52人 53人

給付費（千円） 2,937千円 3,360千円 3,093千円 3,093千円

人数／月 10人 11人 10人 10人

給付費（千円） 16,763千円 24,137千円 24,137千円 25,044千円

人数／月 18人 26人 26人 27人

給付費（千円） 8,723千円 11,048千円 11,048千円 11,048千円

人数／月 9人 11人 11人 11人

給付費（千円） 136,557千円 509,375千円 508,036千円 512,909千円

人数／月 61人 199人 198人 200人

給付費（千円） 2,268千円 2,093千円 2,096千円 2,096千円

人数／月 3人 3人 3人 3人

給付費（千円） 654,049千円 624,971千円 628,847千円 629,374千円

人数／月 3,471人 3,208人 3,227人 3,231人

給付費（千円） 43,190千円 42,189千円 42,520千円 42,799千円

人数／月 793人 758人 763人 768人
介護予防支援

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

住宅改修

介護予防住宅改修

特定施設入居者生活介護

介護予防
特定施設入居者生活介護

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

居宅介護支援
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②地域密着型サービス 

   地域密着型サービスは、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活が

続けられるよう「認知症ケア」や「地域ケア」を推進する観点から、地域の

特性に応じ提供されるサービスです。これらのサービスは、本市がサービス

事業者に対する指定・指導監督権限をもち、原則として鶴岡市民のみが利用

できます。 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護は第 8 期期間の事業所開設に伴い利

用者の増加を見込んでいます。 

   地域密着型通所介護は、第 8 期では認定者数の減少とともに利用者数が

減少してきましたが、第 9 期ではおおむね横ばいと見込んでいます。 

小規模多機能型居宅介護は、一定の利用で推移すると見込んでいます。 

   認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護は第 8 期の実績と同等の利

用を見込んでいます。 

認知症対応型共同生活介護は第９期の施設整備に伴い、第８期よりも増加

すると見込んでいます。 

地域密着型介護老人福祉施設は、施設入所の需要を見込み、第 8 期と同等 

の利用を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

給付費（千円） 188,940千円 205,699千円 207,370千円 207,370千円

人数／月 115人 115人 116人 116人

給付費（千円） 1,523千円 1,406千円 1,407千円 1,407千円

人数／月 5人 4人 4人 4人

給付費（千円） 123,781千円 118,713千円 119,810千円 119,810千円

回数／月 1,198回 954回 963回 963回

給付費（千円） 224,581千円 241,758千円 241,809千円 241,809千円

回数／月 1,921回 2,000回 1,999回 1,999回

給付費（千円） 551千円 221千円 222千円 222千円

回数／月 5回 2回 2回 2回

給付費（千円） 579,466千円 530,647千円 543,239千円 543,421千円

人数／月 220人 185人 189人 189人

給付費（千円） 19,298千円 20,604千円 20,630千円 20,630千円

人数／月 23人 23人 23人 23人

給付費（千円） 1,323,101千円 1,525,741千円 1,544,949千円 1,542,385千円

人数／月 433人 476人 481人 480人

給付費（千円） 598,075千円 627,973千円 628,768千円 628,768千円

人数／月 169人 171人 171人 171人

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

地域密着型通所介護

地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介
護

認知症対応型通所介護

介護予防
認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防
小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

夜間対応型訪問介護
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③施設サービス 

   第 8 期計画期間中の施設等の利用者数及び今後の施設等の計画整備数を

踏まえ、次のとおり見込んでいます。 

   在宅での生活を希望する高齢者が多い一方で、重度の要介護認定者など

では施設入所のニーズは依然高いことから一定の水準を確保します。 

   なお、介護老人福祉施設については、短期入所生活介護からの一部転換に

よる増床を見込んでいます。 

また、介護医療院については近隣地域の施設整備による利用を見込んでい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

給付費（千円） 2,684,177千円 2,778,721千円 2,776,084千円 2,776,084千円

人数／月 832人 830人 828人 828人

給付費（千円） 1,850,013千円 1,866,423千円 1,868,785千円 1,868,785千円

人数／月 535人 507人 507人 507人

給付費（千円） 83,137千円 103,089千円 103,219千円 103,219千円

人数／月 22人 26人 26人 26人

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院
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（２）地域支援事業費 

 地域支援事業費は、被保険者が要介護状態等になることを予防するととも

に、要介護状態等になった場合でも可能な限り地域で自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的として、本市の実情に合わせ介護予防・

日常生活支援総合事業と包括的支援事業、任意事業を実施しています。 

介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者等の高齢者に対し必要な支援

を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象に住民主

体の介護予防活動等の「一般介護予防事業」により介護予防を推進します。 

包括的支援事業は、地域包括支援センターを運営し、地域の高齢者やその家

族に対する総合相談、ケアマネジャー支援を中心とした多職種の連携による包

括的・継続的ケアマネジメントの支援、権利擁護の推進などの他、認知症総合

支援事業、在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、地域ケア会議

推進事業を実施します。 

任意事業では、家族介護者支援事業、紙おむつ購入費の助成、保険給付の適

正化に関する事業、成年後見制度利用支援事業、認知症サポーターの養成等の

事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

給付費（千円）

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

79,083千円 93,865千円 96,971千円 99,109千円

現行相当サービス 75,927千円 79,314千円 82,020千円 84,158千円

多様なサービス 3,156千円 14,551千円 14,951千円 14,951千円

202,296千円 237,779千円 233,880千円 230,059千円

現行相当サービス 170,548千円 194,972千円 191,073千円 187,252千円

多様なサービス 31,748千円 42,807千円 42,807千円 42,807千円

44,396千円 56,069千円 52,894千円 52,712千円

520千円 827千円 827千円 827千円

1,731千円 2,127千円 2,127千円 2,127千円

17,714千円 23,738千円 23,803千円 23,849千円

251,174千円 292,813千円 292,813千円 292,813千円

38,443千円 48,845千円 48,845千円 48,845千円

包括的支援事業

任意事業

一般介護予防事業

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

訪問型サービス（第１号訪問事業）

通所型サービス（第１号通所事業）

介護予防ケアマネジメント
（第１号介護予防支援事業）

高額介護予防サービス費相当事業

審査支払手数料
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（３）保健福祉事業費 

 保健福祉事業は、地域支援事業のほか、高齢者が要介護状態となることを予

防するためや介護する家族等の支援のためなど、市町村で必要な事業を行うこ

とができます。 

本市では、保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金を活

用し、独居高齢者の見守り活動支援事業や温泉施設を活用したフレイル予防活

動などに取り組みます。 

 

 

＜保険者機能強化推進交付金＞ 

 地域包括ケアの強化に向け、高齢者の自立支援・重度化防止等に対する市 

町村の保険者としての取組推進のために、取組の達成状況を評価し交付され 

る。 

 

＜介護保険者努力支援交付金＞ 

 公的保険制度における介護予防の位置付けを高め、介護予防・健康づくり 

などに資する取組を重点的に評価し交付される。 

 

給付費（千円）

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

保健福祉事業 4,884千円 13,080千円 13,080千円 13,080千円

数字は予算編成で変動 
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３．介護保険財政計画 

 

  介護保険事業計画は、概ね 3 年を通じ財政の均衡を保つものでなければな

らないとされています。 

第 9 期介護保険事業計画期間における保険給付・地域支援事業費を見込み、

介護保険事業に要する費用を算定しています。 

 

（１）保険給付費・地域支援事業費の見込額 

 

  

なお、上記見込みを踏まえ、令和 22 年度の保険給付費は 15,560,083 千円、地

域支援事業費は 724,161 千円になるものと見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

①保険給付費

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

（ア）　居宅サービス 5,931,596千円 6,054,769千円 6,085,420千円 6,082,590千円

（イ）　地域密着型サービス（介護予防含む） 3,061,047千円 3,272,762千円 3,308,204千円 3,305,822千円

（ウ）　介護保険施設サービス 4,619,663千円 4,748,233千円 4,748,088千円 4,748,088千円

（エ）　介護予防サービス 274,394千円 279,218千円 280,257千円 282,356千円

小　　計 13,886,700千円 14,354,982千円 14,421,969千円 14,418,856千円

（オ）その他費用

特定入所者介護サービス等費 467,863千円 495,786千円 497,979千円 498,982千円

高額介護サービス等費 314,264千円 322,096千円 323,476千円 324,107千円

高額医療合算介護サービス等費 41,438千円 46,844千円 47,007千円 47,082千円

審査支払手数料 14,329千円 14,571千円 14,633千円 14,661千円

小　　計 837,894千円 879,296千円 883,095千円 884,832千円

14,724,594千円 15,234,278千円 15,305,064千円 15,303,688千円

②地域支援事業費

令和4年度実績 令和6年度 令和7年度 令和8年度

介護予防・日常生活支援総合事業費 345,770千円 409,628千円 408,654千円 406,835千円

包括的支援事業・任意事業費 289,617千円 329,870千円 329,870千円 329,870千円

635,387千円 739,498千円 738,524千円 736,705千円

　　合　　　　計　（標準給付費見込額）

　　合　　　　計　（地域支援事業費額）

数字は予算編成で変動 



 

46 

 

（２）介護保険サービスの事業費用 

   

①  介護保険サービス事業費の負担区分 

介護サービスの費用は、利用者の自己負担を除いた費用（保険給付費）

を公費負担（国・県・市）で半分、40 歳以上の加入者が納める保険料で

残り半分を負担します。 

 

  ■保険給付費における負担割合 

 

 

 

 

 

     保険料                    公費 

     ５０％                    ５０％ 

 

 

 

 

 ※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

及び特定施設の給付費に係る国庫負担金と県負担金の負担割合は、それぞれ

15％と 17.5％になります。 

※ 国の調整交付金は、給付費見込額の５％を基準に各市町村の高齢者の所

得水準及び後期高齢者割合（75 歳以上）によって調整されて交付されます。 

 

  ■地域支援事業費における負担区分 

介護予防・日常生活支援総合事業     包括的支援事業・任意事業 
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（３）第一号被保険者保険料の額の算定 

   

① 保険料基準額の算定 

   介護保険料は、3 年間を 1 期とする介護保険事業計画に定める介護サービ

スの見込量に基づいて算定した保険給付に要する額等を踏まえ設定します。 

   これにより算定した第一号被保険者の保険料基準額は年額 78,960 円 

(月額 6,580 円)です。 

   介護保険料上昇の主な要因としては、介護報酬のプラス改定によるもの

や介護予防・日常生活支援総合事業の交付金交付上限額超えによる第一号

保険料からの支出によるもの、保険料を納める 65 歳以上人口の減少による

ものなどです。 

一方、第 8 期期間中の繰越金を充てることで保険料の上昇を抑制してお 

り、保険料基準額は第 9 期計画期間と同額になります。 

 

 

 

  

令和6～8年度の標準給付費見込額 45,843,030千円

　　　　〃　　　　　地域支援事業費 2,258,564千円

合　　　計 48,101,594千円 （Ａ）

① 第１号被保険者負担分相当額 11,063,367千円 保険料分　総費用額（Ａ）の23％

② 調整交付金相当額 2,353,831千円 調整交付金ルール分　5％

③ 調整交付金見込額 2,869,913千円 調整交付金見込交付割合　平均6.02％

④ 財政安定化基金償還金 0千円

⑤ 財政安定化基金拠出金見込額 0千円 (Ａ)×拠出率(0.0％)

⑥ 市町村特別給付費等 339,240千円
総合事業に係る地域支援事業交付金対象上限超
え分・保健福祉事業費分として

⑦ 前期繰越金 660,000千円

⑧ 介護給付費準備基金取崩見込額 0千円

⑨ 保険者機能強化推進交付金等見込額 120,000千円

保険料収納必要額 10,106,525千円 ①－(③－②)＋④＋⑤＋⑥－⑦－⑧－⑨

　÷ 予定保険料収納率 99.60％

　÷ 被保険者数 128,438人 令和6～8年度の被保険者数(※)

保険料基準額（年見込額） 78,960円

(※)所得段階別加入割合による補正被保険者数

数字は予算編成で変動 
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② 段階別保険料 

   本市の保険料段階は、低所得者の負担を軽減するため、第 6 期から 12 段

階に設定してきました。国では、全国の多くの自治体が多段階化しているこ

とを踏まえ、より低所得者へ配慮するため第 9 期期計画では 13 段階に設定

することにしました。国が新たに示した段階を本市に当てはめると、6 割強

の人が負担軽減になることから国の基準の 13 段階を設定し、保険料基準額

の上昇を抑制します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料段階 対象者 保険料率

第１段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の
人又は世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計額から年金収入に係る雑所得を控除した額が８０万円
以下の人

基準額×0.455

第２段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計額から年金収入に係る雑所得を控除した額が８０万円超１２
０万円以下の人

基準額×0.685

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、第１段階・第２段階以外の人 基準額×0.69

第４段階
本人が市民税非課税かつ課税年金収入額と合計所得金額の合計額か
ら年金収入に係る雑所得を控除した額が８０万円以下で、世帯の中
に市民税課税者がいる人

基準額×0.9

第５段階
本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がいる第４段階以
外の人

基準額

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満の人 基準額×1.2

第７段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未
満の人

基準額×1.3

第８段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未
満の人

基準額×1.5

第９段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未
満の人

基準額×1.7

第10段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未
満の人

基準額×1.9

第11段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未
満の人

基準額×2.1

第12段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未
満の人

基準額×2.3

第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が７２０万円以上の人 基準額×2.4
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所得段階別の保険料は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 介護保険法の改正により、消費税による公費を投入して低所得者の保険料軽

減を行う仕組みが設けられ、第9期計画期間中も軽減が継続される見込みです。 

 

 

③ 令和 22 年度（2040 年度）の保険料水準 

   現時点の試算では、今後、本市における介護保険料は上昇する見込みで、

月額 8,620 円程度になると見込まれます。 

 

  

第１段階 ×0.455 35,920円 2,993円

軽減後 （×0.285） （22,500円） （1,875円）

第２段階 ×0.685 54,080円 4,507円

軽減後 （×0.485） （38,290円） （3,191円）

第３段階 ×0.69 54,480円 4,540円

軽減後 （×0.685） （54,090円） （4,508円）

第４段階 ×0.9 71,060円 5,922円

第５段階 基準額 78,960円 6,580円

第６段階 ×1.2 94,750円 7,896円

第７段階 ×1.3 102,640円 8,553円

第８段階 ×1.5 118,440円 9,870円

第９段階 ×1.7 134,230円 11,186円

第10段階 ×1.9 150,020円 12,502円

第11段階 ×2.1 165,810円 13,818円

第12段階 ×2.3 181,600円 15,133円

第13段階 ×2.4 189,500円 15,792円

保険料段階 保険料率 年　額 月　額
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○ 計画策定の経過 

 

時期 介護保険事業計画等策定の日程 関連する日程 

 

令和 4年 12 月 

～令和 5年 3 月 

    

 

 

 

 

7 月 24 日 

 

 

 

 

 

10 月 2 日 

10 月 24 日 

 

 

 11 月 21 日 

 

 

12 月 26 日 

 

令和 6年 

1 月 11 日 

1 月 18 日 

  2 月 1 日 

   

 

 

3 月 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

在宅介護実態調査 

在宅生活改善調査 

居所変更実態調査 

介護人材実態調査 実施 

 

第 1回介護保険運営協議会 

 

 

 

 

 

第 1 回介護保険事業計画等策定委員会（庁内）

第 1回介護保険事業計画等策定懇話会 

 

 

第１回高齢者福祉計画等策定作業部会議 

 

 

第 2 回介護保険事業計画等策定委員会（庁内） 

 

 

第 2 回介護保険事業計画等策定懇話会 

第 3回介護保険事業計画等策定委員会（庁内） 

第 3回介護保険事業計画等策定懇話会 

 

 

 

3 月定例市議会 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 月 31 日 

全国介護保険担当課長会議 

（資料公表、動画配信） 

同日 県・市町村へ資料伝達 

 

 

9 月 29 日 

計画策定に向けた県ヒアリング

（1回目：書面提出のみ） 

 

 

 

 

12 月 12 日 

計画策定に向けた県ヒアリング

（2回目：web 実施） 

 

 

 

 

 

2 月 15 日～3 月 6日 

パブリックコメント実施 

 

 

 

 


